
1

つ る 舞 う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た県 紋 章

令和３年１２月２１日（火） 号 外（第４号）

目 次■

ページ

条 例

○群馬県民会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（文化振興課） ２

○群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例（建築課） ２

○群馬県長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例（同） ３

○群馬県立青少年自然の家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（生涯学習課） ３

○群馬県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例の一部を改正する条例（生活安全企画課） ４

号 外 （第４号）令和３年１２月２１日（火） 群 馬 県 報



2

条

例

■群
馬
県
民
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
七
十
九
号

群
馬
県
民
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
八
十
号

群
馬
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

号 外 （第４号）令和３年１２月２１日（火） 群 馬 県 報



3

号 外 （第４号）令和３年１２月２１日（火） 群 馬 県 報

群
馬
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
八
十
一
号

群
馬
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

群
馬
県
立
青
少
年
自
然
の
家
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
八
十
二
号

群
馬
県
立
青
少
年
自
然
の
家
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



4

号 外 （第４号）令和３年１２月２１日（火） 群 馬 県 報

群
馬
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
八
十
三
号

群
馬
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



5

号 外 （第４号）令和３年１２月２１日（火） 群 馬 県 報



6

号 外 （第４号）令和３年１２月２１日（火） 群 馬 県 報



7

号 外 （第４号）令和３年１２月２１日（火） 群 馬 県 報

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


